
旧病院会計準則と会計基準の勘定科目比較表

※旧病院会計準則には資金収支計算書がないため、旧社会福祉法人基準又は指導指針からの変更を示す。      　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙⑦

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

介護保険収入 介護保険事業収入 社会福祉法人が行う事業ごとに大区分を設定

介護保険収入 施設介護料収入

介護報酬収入

利用者負担金収入（公費）

利用者負担金収入（一般）

居宅介護料収入

（介護報酬収入） 介護報酬収入

介護予防報酬収入

（利用者負担金収入） 介護負担金収入（公費）

介護負担金収入（一般）

介護予防負担金収入（公費）

介護予防負担金収入（一般）

地域密着型介護料収入

（介護報酬収入） 介護報酬収入

介護予防報酬収入

（利用者負担金収入） 介護負担金収入（公費）

介護負担金収入（一般）

介護予防負担金収入（公費）

介護予防負担金収入（一般）

居宅介護支援介護料収入

居宅介護支援介護料収入

介護予防支援介護料収入

利用者等利用料収入

施設サービス利用料収入

居宅介護サービス利用料収入

地域密着型介護サービス利用料収入

食費収入（公費）

食費収入（一般）

居住費収入（公費）

居住費収入（一般）

その他の利用料収入

その他の事業収入

経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 補助金事業収入

市町村特別事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

（保険等査定減）

利用料収入

利用料収入

利用料負担金収入

老人福祉事業収入

措置費収入 措置事業収入

事務費収入 事務費収入

事業費収入 事業費収入

その他の利用料収入

その他の事業収入

運営事業収入

管理費収入

その他の利用料収入

補助金事業収入

その他の事業収入

その他の事業収入

管理費収入

その他の利用料収入

その他の事業収入

児童福祉事業収入

措置費収入

事務費収入

事業費収入

私的契約利用料収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

保育事業収入

運営費収入 運営費収入 保育所運営費収入

私的契約利用料収入 私的契約利用料収入 私的契約利用料収入

私立認定保育所利用料収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受取事業収入

その他の事業収入

就労支援事業収入

○○事業収入

障害福祉サービス等事業収入

自立支援費等収入 自立支援給付費収入

介護給付費収入 介護給付費収入

特例介護給付費収入

訓練等給付費収入 訓練等給付費収入

障害児施設給付費収入 特例訓練等給付費収入

サービス利用計画作成費収入 サービス利用計画作成費収入

障害児施設給付費収入

利用者負担金収入

補足給付費収入

特定障害者特別給付費収入 特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収
入

特定入所障害児食費等給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入

利用者負担金収入

特定費用収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

（保険等査定減）

生活保護事業収入

措置費収入

事務費収入

授産事業収入

○○事業収入

本科目の他、児童福祉事業収入、生活保護事
業収入にも設定

運営費については、保育事業収入の中に保育
所運営費収入を設定

＜経常活動による収支＞ ＜事業活動による収支＞

【収入】 【収入】

他の会計の基準の内容を踏まえ追加

介護保険事業収入に係る補助金事業収入等を
計上。なお他の大区分に係る補助金事業収入
等はそれぞれの区分ごとに計上。

資金収支計算書

【旧基準】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分
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旧病院会計準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【旧基準】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

医療事業収入

入院診療収入

室料差額収入

外来診療収入

保健予防活動収入

受託検査・施設利用収入

訪問看護療養費収入

訪問看護利用料収入

訪問看護基本利用料収入

訪問看護その他の利用料収入

その他の医療事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の医療事業収入

（保険等査定減）

○○事業収入 ○○事業収入

○○事業収入 ○○事業収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

○○収入

○○収入

借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入

寄附金収入 寄附金収入 経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入

その他の収入

受入研修費収入

利用者等外給食費収入

雑収入 雑収入 雑収入

流動資産評価益等による
資金増加額

有価証券売却益

有価証券評価益

為替差益

会計単位間繰入金収入

公益事業会計繰入金収入

収益事業会計繰入金収入

経理区分間繰入金収入

経理区分間繰入金収入

人件費支出 人件費支出

役員報酬 役員報酬支出

職員俸給 職員給料支出

職員諸手当 職員賞与支出

非常勤職員給与 非常勤職員給与支出

派遣職員費支出

退職金 派遣職員費支出を追加

退職共済掛金 退職給付支出

法定福利費 法定福利費支出

事業費支出 事業費支出

給食費 給食費支出

介護用品費支出

保健衛生費 医薬品費支出

診療・療養等材料費支出

保健衛生費支出

医療費 医療費支出

被服費 被服費支出

教養娯楽費 教養娯楽費支出

日用品費 日用品費支出

保育材料費 保育材料費支出

本人支給金 本人支給金支出

水道光熱費 水道光熱費支出

燃料費 燃料費支出

消耗品費 消耗器具備品費支出

器具什器費

保険料支出

賃借料 賃借料支出

教育指導費 教育指導費支出

就職支度費 就職支度費支出

葬祭費 葬祭費支出

車輌費支出

管理費返還支出

○○費 ○○費支出

雑費 雑支出

事務費支出 事務費支出

福利厚生費 福利厚生費支出

職員被服費支出

旅費交通費 旅費交通費支出

研修費 研修研究費支出

消耗品費 事務消耗品費支出

器具什器費

印刷製本費 印刷製本費支出

水道光熱費 水道光熱費支出

燃料費 燃料費支出

修繕費 修繕費支出

通信運搬費 通信運搬費支出

会議費 会議費支出

広報費 広報費支出

業務委託費 業務委託費支出

手数料 手数料支出

損害保険料 保険料支出

賃借料 賃借料支出

土地・建物賃借料支出

租税公課 租税公課支出

○○費 保守料支出

＊旧基準では勘定科目の順は事務費支出、事
業費支出の順番だが、ここでは比較しやすい
ように会計基準の事業費支出、事務費支出の
順番に合わせている

消耗品費と器具什器費は、会計基準では「事
務消耗品費支出」に統合して計上

賃借料は、会計基準では「賃借料支出」と
「土地・建物賃借料支出」に分けて計上

損害保険以外の保険加入のケースもあるた
め、他の会計の基準の内容も踏まえて変更

会計基準では「職員給料支出」と「職員賞与
支出」に分けて整理

退職金と退職共済掛金は、会計基準では「退
職給付支出」に統合して計上

＊旧基準では勘定科目の順は事務費支出、事
業費支出の順番だが、ここでは比較しやすい
ように会計基準の事業費支出、事務費支出の
順番に合わせている

消耗品費と器具什器費は、会計基準では「消
耗器具備品費支出」に統合して計上

介護保険事業収入等に係る補助金事業収入等
は、それぞれの区分ごとに計上。上記の大区
分に含まれない事業の補助金事業収入は○○
事業収入に計上

経常収入計(１) 事業活動収入計(１)

＜経常活動による収支＞ ＜事業活動による収支＞

【支出】 【支出】

2/12



旧病院会計準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【旧基準】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

雑費 渉外費支出

諸会費支出

○○費 ○○費支出

雑費 雑支出

就労支援事業支出

就労支援事業販売支出

就労支援事業販管費支出

授産事業支出

○○支出

利用者負担軽減額 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

借入金利息支出 借入金利息支出 支払利息支出

その他の支出

利用者等外給食費支出

雑支出

流動資産評価損等による
資金減少額

有価証券売却損

資産評価損

有価証券評価損

○○評価損

為替差損

徴収不能額

経理区分間繰入金支出

経理区分間繰入金支出

施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入 施設整備等補助金収入
設備整備補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入
施設整備等借入金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入

固定資産売却収入 固定資産売却収入

車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入

器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入

○○売却収入 ○○売却収入

その他の施設整備等によ
る収入

○○収入

設備資金借入金元金償還
支出

固定資産取得支出 固定資産取得支出

土地取得支出

建物取得支出 建物取得支出

車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出

器具及び備品取得支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

○○取得支出 ○○取得支出

固定資産除却・廃棄支出

ファイナンス・リース債
務の返済支出

その他の施設整備等によ
る支出

○○支出

元入金支出

公益事業会計元入金支出

収益事業会計元入金支出

借入金収入

設備資金借入金収入

長期運営資金借入金元金
償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入

その他の収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入

投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入

積立預金取崩収入 積立資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入

長期預り金積立資産取崩収入

○○積立預金取崩収入 ○○積立資産取崩収入

事業区分間長期借入金収
入

拠点区分間長期借入金収
入

事業区分間長期貸付金回
収収入

拠点区分間長期貸付金回
収収入

事業区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収
入

その他の収入 その他の活動による収入

○○収入 ○○収入
借入金元金償還補助金収
入

借入金元金償還補助金収入

【収入】 【収入】

会計基準の区分方法に沿って変更

財務収入計(７) その他の活動収入計(７)

施設整備等支出計(５) 施設整備等支出計(５)

　施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） 施設整備当資金収支差額(６)=(４)－(５）

＜財務活動による収支＞ ＜その他の活動による収支＞

＜施設整備等による収支＞ ＜施設整備等による収支＞

【支出】 【支出】

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

会計基準ではその他の活動による収支の部の
支出に移動し、「事業・拠点区分間貸付金支
出」として計上

＜施設整備等による収支＞ ＜施設整備等による収支＞

【収入】 【収入】

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

施設整備等収入計(４) 施設整備等収入計(４)

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

経常支出計(２) 事業活動支出計(２)

経常活動資金収支差額(３)=(１)－(２) 事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
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旧病院会計準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【旧基準】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

借入金元金償還金支出
長期運営資金借入金償還金支
出

長期運営資金借入金元金
償還支出

長期貸付金支出

投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出

積立預金積立支出 積立資産支出

退職給付引当資産支出

長期預り金積立資産支出

○○積立預金積立支出 ○○積立資産支出

事業区分間長期貸付金支
出

拠点区分間長期貸付金支
出

事業区分間長期借入金返
済支出

拠点区分間長期借入金返
済支出

会計基準の区分方法に沿って変更

事業区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支
出

その他の支出 その他の活動による支出

○○支出

借入金元金償還金支出

設備資金借入金償還金支出

流動資産評価減等による
資金減少額等

徴収不能額

有価証券売却益

有価証券売却損

有価証券評価損

○○評価損

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10) 当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)

前期末支払資金残高(12) 前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)＋(12) 当期末支払資金残高(11)＋(12)

財務支出計(８) その他の活動支出計(８)

財務活動資金収支差額(９)=(７)－(８) その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)

予備費(10) 予備費支出(10)

＜財務活動による収支＞ ＜その他の活動による収支＞

【支出】 【支出】
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旧病院会計準則と会計基準の勘定科目比較表

※旧病院会計準則には資金収支計算書がないため、旧社会福祉法人基準又は指導指針からの変更を示す。

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

介護福祉施設介護料収入 介護保険事業収入

介護報酬収入 施設介護料収入

利用者負担金収入 介護報酬収入

利用者負担金収入（公費）

利用者負担金収入（一般）

居宅介護料収入 居宅介護料収入

（介護報酬収入） （介護報酬収入）

介護報酬収入 介護報酬収入

介護予防報酬収入 介護予防報酬収入

（利用者負担金収入） （利用者負担金収入）

介護負担金収入 介護負担金収入（公費）

介護予防負担金収入 介護負担金収入（一般）

介護予防負担金収入（公費）

介護予防負担金収入（一般）

地域密着型介護料収入

（介護報酬収入）

介護報酬収入

介護予防報酬収入

（利用者負担金収入）

介護負担金収入（公費）

介護負担金収入（一般）

介護予防負担金収入（公費）

介護予防負担金収入（一般）

居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入

居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入

介護予防支援介護料収入 介護予防支援介護料収入

利用者等利用料収入 利用者等利用料収入

介護福祉施設利用料収入 施設サービス利用料収入

居宅介護サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入

地域密着型介護サービス利用料収入

食費収入 食費収入（公費）

食費収入（一般）

居住費収入 居住費収入（公費）

居住費収入（一般）

管理費収入
指導指針における管理費収入は老人福祉事
業収入の管理費収入に計上

その他の利用料収入 その他の利用料収入

その他の事業収入 その他の事業収入

補助金収入 補助金事業収入

市町村特別事業収入 市町村特別事業収入

受託収入 受託事業収入

その他の事業収入 その他の事業収入

（保険等査定減）

老人福祉事業収入

措置費収入 措置事業収入

事務費収入 事務費収入

事業費収入 事業費収入

その他の利用料収入

その他の事業収入

運営事業収入

管理費収入

その他の利用料収入

補助金事業収入

その他の事業収入

その他の事業収入

管理費収入

その他の利用料収入

その他の事業収入

○○事業収入

○○事業収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

○○収入

○○収入

借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入

寄付金収入 経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入 受取利息配当金収入

事業外収入 その他の収入

受入研修費収入 受入研修費収入

職員等給食費収入 利用者等外給食費収入

雑収入 雑収入

流動資産評価益等による資金増加額

有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益

人件費支出 人件費支出

役員報酬 役員報酬支出

職員俸給 職員給料支出
職員諸手当 職員賞与支出

非常勤職員給与 非常勤職員給与支出

派遣職員費支出 派遣職員費支出を追加

退職金

退職共済掛金 退職給付支出

法定福利費 法定福利費支出

経費支出 事業費支出

　（直接介護支出） 給食材料費 給食費支出

介護用品費 介護用品費支出

医薬品費 医薬品費支出

保健衛生費 診療・療養等材料費支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

保健衛生費支出

医療費支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

被服費 被服費支出

教養娯楽費 教養娯楽費支出

日用品費 日用品費支出

保育材料費支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

本人支給金 本人支給金支出

光熱水費 水道光熱費支出

燃料費 燃料費支出

消耗器具備品費 消耗器具備品費支出

保険料支出

賃借料支出

教育指導費支出

就職支度費支出

葬祭費 葬祭費支出

【支出】 【支出】

会計基準では職員給料支出と職員賞与支出に分
けて整理

退職金と退職共済掛金は、会計基準では「退職
給付支出」に統合して計上

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

介護保険事業収入に係る補助金事業収入等を計
上。なお他の大区分に係る補助金事業収入等は
それぞれの区分ごとに計上。

経常収入計(１) 事業活動収入計(１)

＜経常活動による収支＞ ＜事業活動による収支＞

措置事業に係る措置事業収入は老人福祉事
業収入に計上

＜経常活動による収支＞ ＜事業活動による収支＞

【収入】 【収入】

資金収支計算書

【指導指針】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分
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旧病院会計準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【指導指針】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

車輛費 車輌費支出

管理費返還支出

○○費支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

雑支出

事務費支出

（一般管理支出） 福利厚生費 福利厚生費支出

職員被服費支出

旅費交通費 旅費交通費支出

研修費 研修研究費支出

事務消耗品費 事務消耗品費支出

印刷製本費 印刷製本費支出

水道光熱費支出

燃料費支出
修繕費 修繕費支出
通信運搬費 通信運搬費支出

会議費 会議費支出

広報費 広報費支出

委託費 業務委託費支出

手数料支出

保険料 保険料支出

賃借料 賃借料支出

土地・建物賃借料支出

租税公課 租税公課支出

保守料 保守料支出

渉外費 渉外費支出

諸会費 諸会費支出

○○費支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

雑費 雑支出

○○支出

利用者負担軽減額 利用者負担軽減額

借入金利息支出 支払利息支出

事業外支出 その他の支出

職員等給食費 利用者等外給食費支出

その他の事業活動外支出

雑支出 雑支出

流動資産評価損等による資金減少額

有価証券売却損

資産評価損

有価証券評価損

○○評価損

為替差損

徴収不能額 徴収不能額

施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入

設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄付金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入

設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入 設備資金借入金収入

固定資産売却収入 固定資産売却収入

車輛運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入

○○売却収入 ○○売却収入
その他の施設整備等による収入

○○収入

設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出 固定資産取得支出

土地取得支出 土地取得支出

建物取得支出 建物取得支出

車輛運搬具取得支出 車輛運搬具取得支出

器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出

○○取得支出 ○○取得支出

固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出

○○支出

長期運営資金借入金元金償還寄付金収
入

長期運営資金借入金元金償還寄附金収
入

長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入

長期貸付金回収収入

投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入

積立預金取崩収入 積立資産取崩収入

移行時特別積立預金取崩収入

退職給付引当資産取崩収入

長期預り金積立資産取崩収入

○○積立預金取崩収入 ○○積立資産取崩収入

他会計区分長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入

拠点区分間長期借入金収入

他会計区分長期貸付金回収金収入 事業区分間長期貸付金回収収入

拠点区分間長期貸付金回収収入

他会計区分繰入金収入 事業区分間繰入金収入

会計区分外繰入金収入 拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

その他の収入 その他の活動による収入

○○収入

設備資金借入金元金償還補助金収入

設備資金借入金元金償還寄付金収入
財務収入計(７) その他の活動収入計(７)

会計基準の区分方法に沿って変更

　施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） 施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）

＜財務活動等による収支＞ ＜その他の活動による収支＞

【収入】 【収入】

＜施設整備等による収支＞ ＜施設整備等による収支＞

【支出】 【支出】

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

施設整備等支出計(５) 施設整備等支出計(５)

＜施設整備等による収支＞ ＜施設整備等による収支＞

【収入】 【収入】

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

施設整備等収入計(４) 施設整備等収入計(４)

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

賃借料は、会計基準では賃借料支出と土地・建
物賃借料支出に分けて計上

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

経常支出計(２) 事業活動支出計(２)

　経常活動資金収支差額(３)=(１)－(２) 　事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

他の会計の基準の内容を踏まえて追加
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旧病院会計準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【指導指針】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

設備資金借入金元金償還支出

長期運営資金借入金元金償還金支出 長期運営資金借入金元金償還支出

長期貸付金支出

投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出

積立預金支出 積立資産支出

退職給付引当資産支出

長期預り金積立資産支出

○○積立資産支出

他会計区分長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出

拠点区分間長期貸付金支出
他会計区分長期借入金償還金支出 事業区分間長期借入金返済支出

拠点区分間長期借入金返済支出 会計基準の区分方法に沿って変更

他会計区分繰入金支出 事業区分間繰入金支出

会計区分外繰入金支出 拠点区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

その他の支出 その他の活動による支出

○○支出

設備資金借入金元金償還金支出

財務支出計(８) その他の活動支出計(８)

前期末支払資金残高(12) 前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)＋(12) 当期末支払資金残高(11)＋(12)

財務活動資金収支差額(９)=(７)－(８) その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)

予備費(10) 予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10) 当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)

＜財務活動等による収支＞ ＜その他の活動による収支＞

【支出】 【支出】
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旧病院会計準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

介護保険事業収益

施設介護料収益

介護報酬収益

利用者負担金収益（公費）

利用者負担金収益（一般）

居宅介護料収益

（介護報酬収益）

介護報酬収益

介護予防報酬収益

（利用者負担金収益）

介護負担金収益（公費）

介護負担金収益（一般）

介護予防負担金収益（公費）

介護予防負担金収益（一般）

地域密着型介護料収益

（介護報酬収益）

介護報酬収益

介護予防報酬収益

（利用者負担金収益）

介護負担金収益（公費）

介護負担金収益（一般）

介護予防負担金収益（公費）

介護予防負担金収益（一般）

居宅介護支援介護料収益

居宅介護支援介護料収益

介護予防支援介護料収益

利用者等利用料収益

施設サービス利用料収益

居宅介護サービス利用料収益

地域密着型介護サービス利用料
収益

食費収益（公費）

食費収益（一般）

居住費収益（公費）

居住費収益（一般）

その他の利用料収益

その他の事業収益

補助金事業収益

市町村特別事業収益

受託事業収益

その他の事業収益

（保険等査定減）

医療事業収益

入院料収益 入院診療収益

入院診療収益

室料差額収益 室料差額収益

外来診療収益 外来診療収益

保健予防活動収益 保健予防活動収益

受託検査・施設利用収益 受託検査・施設利用収益

医療相談収益

訪問看護療養費収益

訪問看護利用料収益

訪問看護基本利用料収益

訪問看護その他の利用料収益

その他の医業収益 その他の医療事業収益

補助金事業収益

受託事業収益

その他の医療事業収益

（保険等査定減） （保険等査定減）

○○事業収益

○○事業収益

その他の事業収益

補助金事業収益

受託事業収益

その他の事業収益

○○収益

○○収益

経常経費寄附金収益

その他の収益

人件費

役員報酬 役員報酬 役員報酬

給与費

常勤職員給与 職員給料

　医師給

　看護師給

　医療技術員給

　事務員給

　技能労務員給

職員賞与 他の会計の基準の内容を踏まえて職員給料と別に
計上

賞与引当金繰入 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

非常勤職員給与 非常勤職員給与

　医師給

　看護師給

　医療技術員給

　事務員給

　技能労務員給

派遣職員費

退職給与引当金繰入 退職給付費用 退職給付会計の導入により変更

法定福利費 法定福利費

材料費

事業費

給食用材料費 給食費 会計基準では「給食費」に変更

介護用品費

医薬品費 医薬品費

診療材料費 診療・療養等材料費

医療消耗器具備品費 保健衛生費

医療費

被服費 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

教養娯楽費

日用品費

保育材料費

本人支給金費

水道光熱費

燃料費

消耗器具備品費

保険料

賃借料

教育指導費

就職支度費

葬祭費

【旧病院会計準則】

勘定科目【B】

科目区分

【収益】

サービス活動収益計(１)

勘定科目【A】

事業活動計算書

＜サービス活動増減の部＞

【医業費用】 【費用】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

【会計基準】

科目区分

【医業収益】

＜サービス活動増減の部＞
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旧病院会計準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【旧病院会計準則】

勘定科目【B】

科目区分

勘定科目【A】 備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

【会計基準】

科目区分

車輌費

雑費

○○費

経費 事務費

福利厚生費 福利厚生費 福利厚生費

職員被服費 職員被服費

旅費交通費 旅費交通費

消耗品費 事務消耗品費 消耗品費と消耗器具備品費は、会計基準では「事
務消耗器具費」に統合して計上

消耗器具備品費

印刷製本費

光熱水費 水道光熱費 会計基準では「水道光熱費」へ変更

燃料費

修繕費 修繕費

通信費 通信運搬費

会議費 会議費

広報費

手数料

保険料 保険料

賃借料 賃借料

土地・建物賃借料

租税公課 租税公課

保守料

交際費 渉外費 会計基準では「渉外費」へ変更

諸会費 諸会費

○○費

雑費 雑費

車両費

徴収不能損失

研究研修費 研究材料費 研修研究費

謝金

図書費

旅費交通費

研修雑費

委託費 委託費 業務委託費

○○費用

利用者負担軽減額

減価償却費 減価償却費

建物減価償却費

建物付属設備減価償却費

構築物設備減価償却費

医療用器械備品減価償却費

車両船舶減価償却費

その他の器械備品減価償却費

放射性同位元素減価償却費

その他の有形固定資産減価償却
費

無形固定資産減価償却費

本部費 「拠点区分間繰入費用」等へ計上

本部費

国庫補助金等特別積立金取崩
額

徴収不能額 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

徴収不能引当金繰入額

その他の費用

借入金利息補助金収益

受取利息配当金 受取利息配当金収益 会計基準では「受取利息配当金収益」へ変更

有価証券評価益 会計基準では有価証券の時価会計の導入に伴い科
目を追加

有価証券売却益 有価証券売却益

投資有価証券評価益 会計基準では有価証券の時価会計の導入に伴い科
目を追加

投資有価証券売却益 他の会計の基準の内容を踏まえ追加

その他のサービス活動外収益

受入研修費収益

患者外給食収益 利用者等外給食収益 他の会計の基準の内容を踏まえ、追加、変更

その他の医業外収益 雑収益

為替差益

支払利息 支払利息

有価証券評価損
会計基準では有価証券の時価会計の導入に伴い科
目を追加

有価証券売却損 有価証券売却損

投資有価証券評価損 会計基準では有価証券の時価会計の導入に伴い科
目を追加

投資有価証券売却損

その他のサービス活動外費用

患者外給食用材料費 利用者外給食用材料費

その他の医業外費用 雑損失

為替差損

診療費減免額 会計基準のサービス活動費用の「利用者負担軽減
額」に計上

貸倒損失 雑損失に計上

雑損失

補助金・負担金 施設整備等補助金収益

施設整備等補助金収益

設備資金借入金元金償還補助金
収益

施設整備等寄附金収益

施設整備等寄附金収益

設備資金借入金元金償還寄附金
収益

長期運営資金借入金元金償還
寄附金収益

固定資産受贈額 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

○○受贈額

固定資産売却益 固定資産売却益

車両運搬具売却益

器具及び備品売却益

○○売却益

事業区分間繰入金収益

拠点区分間繰入金収益

事業区分間固定資産移管収益

拠点区分間固定資産移管収益

その他の特別収益 その他の特別収益

徴収不能引当金戻入益

＜特別増減の部＞

【医業外収益】

　サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)

【費用】

経常利益（又は経常損失）

【特別利益】

サービス活動外収益計(４)

【医業外費用】

【収益】

＜サービス活動外増減の部＞

【収益】

特別収益計(８)

賃借料は、会計基準では「賃借料」と「土地・建
物賃借料」に分けて計上

　医業利益（又は医業損失）

経常増減額(７)=(３)＋(６)

　サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)

＜サービス活動外増減の部＞
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旧病院会計準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【旧病院会計準則】

勘定科目【B】

科目区分

勘定科目【A】 備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

【会計基準】

科目区分

基本金組入額

資産評価損

固定資産売却損 固定資産売却損・処分損

建物売却損・処分損

車輛運搬具売却損・処分損

器具及び備品売却損・処分損

その他の固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金取崩
額（除却等）

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

国庫補助金等特別積立金積立額

災害損失

事業区分間繰入金費用

拠点区分間繰入金費用

事業区分間固定資産移管費用

拠点区分間固定資産移管費用

その他の特別損失 その他の特別損失

基本金取崩額(17)

その他の積立金取崩額(18)

◯◯積立金取崩額

その他の積立金積立額(19)

◯◯積立金積立額

旧基準の「収支」を会計基準では「増減」に名称
変更

税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）

当期未処分利益（又は当期未処分損失）

法人税、住民税及び事業税(12)

＜繰越活動増減差額の部＞

【特別損失】

当期純利益（又は当期純損失）

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

法人税等調整額(13)

前期繰越活動増減差額(15）

前期繰越利益（又は前期繰越損失）

法人税等

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

特別費用計（９）

税引前当期活動増減差額(11)=(７)+(10)

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

　特別増減差額（10）=(８)－(９)

＜特別増減の部＞

【費用】
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旧病院会計準則と会計基準の勘定科目比較表

科目区分
大区分 中区分 小区分 大区分 中区分

流動資産 流動資産

現金・預金 現金預金

有価証券 有価証券

医業未収金 事業未収金 会計基準では「事業未収金」へ変更

徴収不能引当金 会計基準では中区分として計上

未収金 未収金

未収補助金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

未収収益 未収収益

受取手形 受取手形

貸倒引当金 会計基準では「徴収不能引当金」へ計上

貯蔵品 貯蔵品

医薬品 医薬品

診療・療養費等材料 会計一元化にあたり追加

給食用材料 給食用材料

商品・製品

仕掛品

原材料

立替金

前払金 前払金

前払費用 前払費用

１年以内回収予定長期
貸付金

１年以内回収予定事業
区分間長期貸付金

１年以内回収予定拠点
区分間長期貸付金

短期貸付金 短期貸付金

事業区分間貸付金

拠点区分間貸付金

仮払金

その他の流動資産 その他の流動資産

徴収不能引当金

固定資産 固定資産

（有形固定資産） （基本財産）

土地 土地

建物 建物

定期預金

投資有価証券

減価償却累計額 減価償却累計額は直接法又は間接法で記載

（その他の固定資産）

土地

建物

建物附属設備

減価償却累計額

構築物 構築物

減価償却累計額

医療用器械備品 機械及び装置

減価償却累計額

その他の器械備品 器具及び備品

減価償却累計額

車両船舶 車両運搬具

減価償却累計額

放射性同位元素 所有している場合は注記に記す

減価償却累計額

その他の有形固定資産 会計基準では「その他の固定資産」へ計上

減価償却累計額

建設仮勘定 建設仮勘定

有形リース資産

（無形固定資産）

借地権

電話加入権

権利

ソフトウェア 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

無形リース資産

その他の無形固定資産

（その他の資産）

投資有価証券 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

長期貸付金 長期貸付金

事業区分間長期貸付金

拠点区分間長期貸付金

退職給付引当資産

長期預り金積立資産

○○積立預金

差入保証金

長期前払費用

その他の投資 その他の固定資産 会計基準では「その他の固定資産」へ計上

繰延資産

創立費 社会福祉法人の場合は発生しない

その他の繰延資産 会計基準では「その他の固定資産」へ計上

【旧病院会計準則】

勘定科目【A】

科目区分

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

備考
（B欄の科目に対するA欄の科目等）

会計基準の「権利」に計上

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

＜資　　産　　の　　部＞

資産合計

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

会計基準では１年基準の導入により科目を
新設

貸借対照表

【会計基準】

勘定科目【B】

※基本財産に該当する固定資産は基本財産
へ、該当しないものはその他の固定資産へ
計上

＜資　　産　　の　　部＞

他の会計の基準の内容を踏まえて変更

資産の部合計
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旧病院会計準則と会計基準の勘定科目比較表

科目区分
大区分 中区分 小区分 大区分 中区分

【旧病院会計準則】

勘定科目【A】

科目区分

備考
（B欄の科目に対するA欄の科目等）

【会計基準】

勘定科目【B】

流動負債 流動負債

短期借入金 短期運営資金借入金

買掛金 会計基準では「事業未払金」へ計上

未払金 事業未払金

その他の未払金

支払手形 支払手形

役員等短期借入金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

１年以内返済予定設備
資金借入金

１年以内返済予定長期
運営資金借入金

１年以内返済予定リー
ス債務

１年以内返済予定役員
等長期借入金

１年以内返済予定事業
区分間借入金

１年以内返済予定拠点
区分間借入金

1年以内支払予定長期
未払金

未払費用 未払費用

預り金 預り金

従業員預り金 職員預り金

前受金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

前受収益 前受収益

事業区分間借入金

拠点区分間借入金

仮受金

賞与引当金 賞与引当金

修繕引当金

その他の引当金

その他の流動負債 その他の流動負債

固定負債 固定負債

長期借入金 設備資金借入金

長期運営資金借入金

リース債務 会計基準ではリース会計の導入に伴い追加

役員等長期借入金

事業区分間長期借入金

拠点区分間長期借入金

退職給与引当金 退職給付引当金 退職給付会計の導入により変更

長期未払金 長期未払金

長期預り金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

その他の固定負債 その他の固定負債

資本金  基本金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

資本剰余金

国庫等補助金
 国庫補助金等特別積
立金

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

指定寄附金 会計基準の「基本金」へ計上

その他の資本剰余金 会計基準の「○○積立金」へ計上

利益剰余金

任意積立金  その他の積立金
○○積立金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

 次期繰越活動増減差
額

当期未処分利益
 （うち当期活動増減
差額）

＜純　　資　　産　　の　　部＞

資本の部合計

負債・資本合計

＜負　　債　　の　　部＞

負債合計

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

会計基準では廃止。取り崩す

会計基準では「設備資金借入金」、「長期
運営資金借入金」に分けて計上

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

会計基準では「事業未払金」、「その他の
未払金」に分けて計上

負債及び純資産の部合計

＜負　　債　　の　　部＞

＜純　　資　　産　　の　　部＞

純資産の部合計

会計基準では1年基準の導入に伴い追加

負債の部合計
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訪看準則と会計基準の勘定科目比較表

※訪看準則には資金収支計算書がないため、旧社会福祉法人基準又は指導指針からの変更を示す。      　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙⑧

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

介護保険収入 介護保険事業収入 社会福祉法人が行う事業ごとに大区分を設定

介護保険収入 施設介護料収入

介護報酬収入

利用者負担金収入（公費）

利用者負担金収入（一般）

居宅介護料収入

（介護報酬収入） 介護報酬収入

介護予防報酬収入

（利用者負担金収入） 介護負担金収入（公費）

介護負担金収入（一般）

介護予防負担金収入（公費）

介護予防負担金収入（一般）

地域密着型介護料収入

（介護報酬収入） 介護報酬収入

介護予防報酬収入

（利用者負担金収入） 介護負担金収入（公費）

介護負担金収入（一般）

介護予防負担金収入（公費）

介護予防負担金収入（一般）

居宅介護支援介護料収入

居宅介護支援介護料収入

介護予防支援介護料収入

利用者等利用料収入

施設サービス利用料収入

居宅介護サービス利用料収入

地域密着型介護サービス利用
料収入

食費収入（公費）

食費収入（一般）

居住費収入（公費）

居住費収入（一般）

その他の利用料収入

その他の事業収入

経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 補助金事業収入

市町村特別事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

（保険等査定減）

利用料収入

利用料収入

利用料負担金収入

老人福祉事業収入

措置費収入 措置事業収入

事務費収入 事務費収入

事業費収入 事業費収入

その他の利用料収入

その他の事業収入

運営事業収入

管理費収入

その他の利用料収入

補助金事業収入

その他の事業収入

その他の事業収入

管理費収入

その他の利用料収入

その他の事業収入

児童福祉事業収入

措置費収入

事務費収入

事業費収入

私的契約利用料収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

保育事業収入

運営費収入 運営費収入 保育所運営費収入

私的契約利用料収入 私的契約利用料収入 私的契約利用料収入

私立認定保育所利用料収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受取事業収入

その他の事業収入

就労支援事業収入

○○事業収入

障害福祉サービス等事業収入

自立支援費等収入 自立支援給付費収入

介護給付費収入 介護給付費収入

特例介護給付費収入

訓練等給付費収入 訓練等給付費収入

障害児施設給付費収入 特例訓練等給付費収入

サービス利用計画作成費収入 サービス利用計画作成費収入

障害児施設給付費収入

利用者負担金収入

補足給付費収入

特定障害者特別給付費収入 特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収
入

特定入所障害児食費等給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入

利用者負担金収入

特定費用収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

（保険等査定減）

生活保護事業収入

措置費収入

事務費収入

授産事業収入

本科目の他、児童福祉事業収入、生活保護事
業収入にも設定

運営費については、保育事業収入の中に保育
所運営費収入を設定

＜経常活動による収支＞ ＜事業活動による収支＞

【収入】 【収入】

他の会計の基準の内容を踏まえ追加

介護保険事業収入に係る補助金事業収入等を
計上。なお他の大区分に係る補助金事業収入
等はそれぞれの区分ごとに計上。

資金収支計算書

【旧基準】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分
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訪看準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【旧基準】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

○○事業収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

医療事業収入

入院診療収入

室料差額収入

外来診療収入

保健予防活動収入

受託検査・施設利用収入

訪問看護療養費収入

訪問看護利用料収入

訪問看護基本利用料収入

訪問看護その他の利用料収入

その他の医療事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の医療事業収入

（保険等査定減）

○○事業収入 ○○事業収入

○○事業収入 ○○事業収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

○○収入

○○収入

借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入

寄附金収入 寄附金収入 経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入

その他の収入

受入研修費収入

利用者等外給食費収入

雑収入 雑収入 雑収入

流動資産評価益等による
資金増加額

有価証券売却益

有価証券評価益

為替差益

会計単位間繰入金収入

公益事業会計繰入金収入

収益事業会計繰入金収入

経理区分間繰入金収入

経理区分間繰入金収入

人件費支出 人件費支出

役員報酬 役員報酬支出

職員俸給 職員給料支出

職員諸手当 職員賞与支出

非常勤職員給与 非常勤職員給与支出

派遣職員費支出

退職金 派遣職員費支出を追加

退職共済掛金 退職給付支出

法定福利費 法定福利費支出

事業費支出 事業費支出

給食費 給食費支出

介護用品費支出

保健衛生費 医薬品費支出

診療・療養等材料費支出

保健衛生費支出

医療費 医療費支出

被服費 被服費支出

教養娯楽費 教養娯楽費支出

日用品費 日用品費支出

保育材料費 保育材料費支出

本人支給金 本人支給金支出

水道光熱費 水道光熱費支出

燃料費 燃料費支出

消耗品費 消耗器具備品費支出

器具什器費

保険料支出

賃借料 賃借料支出

教育指導費 教育指導費支出

就職支度費 就職支度費支出

葬祭費 葬祭費支出

車輌費支出

管理費返還支出

○○費 ○○費支出

雑費 雑支出

事務費支出 事務費支出

福利厚生費 福利厚生費支出

職員被服費支出

旅費交通費 旅費交通費支出

研修費 研修研究費支出

消耗品費 事務消耗品費支出

器具什器費

印刷製本費 印刷製本費支出

水道光熱費 水道光熱費支出

燃料費 燃料費支出

修繕費 修繕費支出

通信運搬費 通信運搬費支出

会議費 会議費支出

広報費 広報費支出

業務委託費 業務委託費支出

手数料 手数料支出

損害保険料 保険料支出

賃借料 賃借料支出

土地・建物賃借料支出

租税公課 租税公課支出

○○費 保守料支出

＊旧基準では勘定科目の順は事務費支出、事
業費支出の順番だが、ここでは比較しやすい
ように会計基準の事業費支出、事務費支出の
順番に合わせている

消耗品費と器具什器費は、会計基準では「事
務消耗品費支出」に統合して計上

賃借料は、会計基準では「賃借料支出」と
「土地・建物賃借料支出」に分けて計上

損害保険以外の保険加入のケースもあるた
め、他の会計の基準の内容も踏まえて変更

会計基準では「職員給料支出」と「職員賞与
支出」に分けて整理

退職金と退職共済掛金は、会計基準では「退
職給付支出」に統合して計上

＊旧基準では勘定科目の順は事務費支出、事
業費支出の順番だが、ここでは比較しやすい
ように会計基準の事業費支出、事務費支出の
順番に合わせている

消耗品費と器具什器費は、会計基準では「消
耗器具備品費支出」に統合して計上

介護保険事業収入等に係る補助金事業収入等
は、それぞれの区分ごとに計上。上記の大区
分に含まれない事業の補助金事業収入は○○
事業収入に計上

経常収入計(１) 事業活動収入計(１)

＜経常活動による収支＞ ＜事業活動による収支＞

【支出】 【支出】
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訪看準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【旧基準】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

雑費 渉外費支出

諸会費支出

○○費 ○○費支出

雑費 雑支出

就労支援事業支出

就労支援事業販売支出

就労支援事業販管費支出

授産事業支出

○○支出

利用者負担軽減額 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

借入金利息支出 借入金利息支出 支払利息支出

その他の支出

利用者等外給食費支出

雑支出

流動資産評価損等による
資金減少額

有価証券売却損

資産評価損

有価証券評価損

○○評価損

為替差損

徴収不能額

経理区分間繰入金支出

経理区分間繰入金支出

施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入 施設整備等補助金収入
設備整備補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入
施設整備等借入金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入

固定資産売却収入 固定資産売却収入

車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入

器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入

○○売却収入 ○○売却収入

その他の施設整備等によ
る収入

○○収入

設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出 固定資産取得支出

土地取得支出

建物取得支出 建物取得支出

車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出

器具及び備品取得支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

○○取得支出 ○○取得支出

固定資産除却・廃棄支出

ファイナンス・リース債
務の返済支出

その他の施設整備等によ
る支出

○○支出

元入金支出

公益事業会計元入金支出

収益事業会計元入金支出

借入金収入

設備資金借入金収入

長期運営資金借入金元金
償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入

その他の収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入

投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入
積立預金取崩収入 積立資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入

長期預り金積立資産取崩収入

○○積立預金取崩収入 ○○積立資産取崩収入

事業区分間長期借入金収入

拠点区分間長期借入金収入

事業区分間長期貸付金回
収収入

拠点区分間長期貸付金回
収収入
事業区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

その他の収入 その他の活動による収入

○○収入 ○○収入

借入金元金償還補助金収入

借入金元金償還補助金収入

【収入】 【収入】

会計基準の区分方法に沿って変更

財務収入計(７) その他の活動収入計(７)

施設整備等支出計(５) 施設整備等支出計(５)

　施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） 施設整備当資金収支差額(６)=(４)－(５）

＜財務活動による収支＞ ＜その他の活動による収支＞

＜施設整備等による収支＞ ＜施設整備等による収支＞

【支出】 【支出】

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

会計基準ではその他の活動による収支の部の
支出に移動し、「事業・拠点区分間貸付金支
出」として計上

＜施設整備等による収支＞ ＜施設整備等による収支＞

【収入】 【収入】

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

施設整備等収入計(４) 施設整備等収入計(４)

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

経常支出計(２) 事業活動支出計(２)

経常活動資金収支差額(３)=(１)－(２) 事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
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訪看準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【旧基準】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

借入金元金償還金支出 長期運営資金借入金償還金支出
長期運営資金借入金元金
償還支出

長期貸付金支出

投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出

積立預金積立支出 積立資産支出

退職給付引当資産支出

長期預り金積立資産支出

○○積立預金積立支出 ○○積立資産支出

事業区分間長期貸付金支
出

拠点区分間長期貸付金支
出

事業区分間長期借入金返
済支出

拠点区分間長期借入金返
済支出

会計基準の区分方法に沿って変更

事業区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支
出

その他の支出 その他の活動による支出

○○支出

借入金元金償還金支出

設備資金借入金償還金支出

流動資産評価減等による
資金減少額等

徴収不能額

有価証券売却益

有価証券売却損

有価証券評価損

○○評価損

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10) 当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)

前期末支払資金残高(12) 前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)＋(12) 当期末支払資金残高(11)＋(12)

財務支出計(８) その他の活動支出計(８)

財務活動資金収支差額(９)=(７)－(８) その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)

予備費(10) 予備費支出(10)

＜財務活動による収支＞ ＜その他の活動による収支＞

【支出】 【支出】
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訪看準則と会計基準の勘定科目比較表

※訪看準則には資金収支計算書がないため、旧社会福祉法人基準又は指導指針からの変更を示す。

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

介護福祉施設介護料収入 介護保険事業収入

介護報酬収入 施設介護料収入

利用者負担金収入 介護報酬収入

利用者負担金収入（公費）

利用者負担金収入（一般）

居宅介護料収入 居宅介護料収入

（介護報酬収入） （介護報酬収入）

介護報酬収入 介護報酬収入

介護予防報酬収入 介護予防報酬収入

（利用者負担金収入） （利用者負担金収入）

介護負担金収入 介護負担金収入（公費）

介護予防負担金収入 介護負担金収入（一般）

介護予防負担金収入（公費）

介護予防負担金収入（一般）

地域密着型介護料収入

（介護報酬収入）

介護報酬収入

介護予防報酬収入

（利用者負担金収入）

介護負担金収入（公費）

介護負担金収入（一般）

介護予防負担金収入（公費）

介護予防負担金収入（一般）

居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入

居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入

介護予防支援介護料収入 介護予防支援介護料収入

利用者等利用料収入 利用者等利用料収入

介護福祉施設利用料収入 施設サービス利用料収入

居宅介護サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入

地域密着型介護サービス利用料収入

食費収入 食費収入（公費）

食費収入（一般）

居住費収入 居住費収入（公費）

居住費収入（一般）

管理費収入
指導指針における管理費収入は老人福祉事
業収入の管理費収入に計上

その他の利用料収入 その他の利用料収入

その他の事業収入 その他の事業収入

補助金収入 補助金事業収入

市町村特別事業収入 市町村特別事業収入

受託収入 受託事業収入

その他の事業収入 その他の事業収入

（保険等査定減）

老人福祉事業収入

措置費収入 措置事業収入

事務費収入 事務費収入

事業費収入 事業費収入

その他の利用料収入

その他の事業収入

運営事業収入

管理費収入

その他の利用料収入

補助金事業収入

その他の事業収入

その他の事業収入

管理費収入

その他の利用料収入

その他の事業収入

○○事業収入

○○事業収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

○○収入

○○収入

借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入

寄付金収入 経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入 受取利息配当金収入

事業外収入 その他の収入

受入研修費収入 受入研修費収入

職員等給食費収入 利用者等外給食費収入

雑収入 雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益

人件費支出 人件費支出

役員報酬 役員報酬支出

職員俸給 職員給料支出
職員諸手当 職員賞与支出

非常勤職員給与 非常勤職員給与支出

派遣職員費支出 派遣職員費支出を追加

退職金

退職共済掛金 退職給付支出

法定福利費 法定福利費支出

経費支出 事業費支出

　（直接介護支出） 給食材料費 給食費支出

介護用品費 介護用品費支出

医薬品費 医薬品費支出

保健衛生費 診療・療養等材料費支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

保健衛生費支出

医療費支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

被服費 被服費支出

教養娯楽費 教養娯楽費支出

日用品費 日用品費支出

保育材料費支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

本人支給金 本人支給金支出

光熱水費 水道光熱費支出

燃料費 燃料費支出

消耗器具備品費 消耗器具備品費支出

保険料支出

賃借料支出

教育指導費支出

就職支度費支出

葬祭費 葬祭費支出

車輛費 車輌費支出

【支出】 【支出】

会計基準では職員給料支出と職員賞与支出に分
けて整理

退職金と退職共済掛金は、会計基準では「退職
給付支出」に統合して計上

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

介護保険事業収入に係る補助金事業収入等を計
上。なお他の大区分に係る補助金事業収入等は
それぞれの区分ごとに計上。

経常収入計(１) 事業活動収入計(１)

＜経常活動による収支＞ ＜事業活動による収支＞

措置事業に係る措置事業収入は老人福祉事
業収入に計上

＜経常活動による収支＞ ＜事業活動による収支＞

【収入】 【収入】

資金収支計算書

【指導指針】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分
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訪看準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【指導指針】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

管理費返還支出

○○費支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

雑支出

事務費支出

（一般管理支出） 福利厚生費 福利厚生費支出

職員被服費支出

旅費交通費 旅費交通費支出

研修費 研修研究費支出

事務消耗品費 事務消耗品費支出

印刷製本費 印刷製本費支出

水道光熱費支出

燃料費支出
修繕費 修繕費支出
通信運搬費 通信運搬費支出

会議費 会議費支出

広報費 広報費支出

委託費 業務委託費支出

手数料支出

保険料 保険料支出

賃借料 賃借料支出

土地・建物賃借料支出

租税公課 租税公課支出

保守料 保守料支出

渉外費 渉外費支出

諸会費 諸会費支出

○○費支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

雑費 雑支出

○○支出

利用者負担軽減額 利用者負担軽減額

借入金利息支出 支払利息支出

事業外支出 その他の支出

職員等給食費 利用者等外給食費支出

その他の事業活動外支出

雑支出 雑支出

流動資産評価損等による資金減少額

有価証券売却損

資産評価損

有価証券評価損

○○評価損

為替差損

徴収不能額 徴収不能額

施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入

設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄付金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入

設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入 設備資金借入金収入

固定資産売却収入 固定資産売却収入

車輛運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入

○○売却収入 ○○売却収入
その他の施設整備等による収入

○○収入

設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出 固定資産取得支出

土地取得支出 土地取得支出

建物取得支出 建物取得支出

車輛運搬具取得支出 車輛運搬具取得支出

器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出

○○取得支出 ○○取得支出

固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出

○○支出

長期運営資金借入金元金償還寄付金収
入

長期運営資金借入金元金償還寄附金収
入

長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入

長期貸付金回収収入

投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入

積立預金取崩収入 積立資産取崩収入

移行時特別積立預金取崩収入

退職給付引当資産取崩収入

長期預り金積立資産取崩収入

○○積立預金取崩収入 ○○積立資産取崩収入

他会計区分長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入

拠点区分間長期借入金収入

他会計区分長期貸付金回収金収入 事業区分間長期貸付金回収収入

拠点区分間長期貸付金回収収入

他会計区分繰入金収入
事業区分間繰入金収入

会計区分外繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

その他の収入 その他の活動による収入

○○収入

設備資金借入金元金償還補助金収入

設備資金借入金元金償還寄付金収入
財務収入計(７) その他の活動収入計(７)

会計基準の区分方法に沿って変更

　施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） 施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）

＜財務活動等による収支＞ ＜その他の活動による収支＞

【収入】 【収入】

＜施設整備等による収支＞ ＜施設整備等による収支＞

【支出】 【支出】

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

施設整備等支出計(５) 施設整備等支出計(５)

＜施設整備等による収支＞ ＜施設整備等による収支＞

【収入】 【収入】

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

施設整備等収入計(４) 施設整備等収入計(４)

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

賃借料は、会計基準では賃借料支出と土地・建
物賃借料支出に分けて計上

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

経常支出計(２) 事業活動支出計(２)

　経常活動資金収支差額(３)=(１)－(２) 　事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

他の会計の基準の内容を踏まえて追加
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訪看準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【指導指針】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

設備資金借入金元金償還支出

長期運営資金借入金元金償還金支出 長期運営資金借入金元金償還支出

長期貸付金支出

投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出

積立預金支出 積立資産支出

退職給付引当資産支出

長期預り金積立資産支出

○○積立資産支出

他会計区分長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出

拠点区分間長期貸付金支出

他会計区分長期借入金償還金支出 事業区分間長期借入金返済支出

拠点区分間長期借入金返済支出 会計基準の区分方法に沿って変更

他会計区分繰入金支出 事業区分間繰入金支出

会計区分外繰入金支出 拠点区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

その他の支出 その他の活動による支出

○○支出

設備資金借入金元金償還金支出

前期末支払資金残高(12) 前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)＋(12) 当期末支払資金残高(11)＋(12)

財務活動資金収支差額(９)=(７)－(８) その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)

予備費(10) 予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10) 当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)

【支出】 【支出】

財務支出計(８) その他の活動支出計(８)

＜財務活動等による収支＞ ＜その他の活動による収支＞
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訪看準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 小区分 大区分 中区分 小区分

老人訪問看護療養費収益 介護保険事業収益

老人訪問看護利用料収益 施設介護料収益

老人訪問看護基本利用料
収益

介護報酬収益

老人訪問看護その他の利
用料収益

利用者負担金収益（公費）

長時間利用料収益 利用者負担金収益（一般）

休日、時間外利用料収益

交通費収益 居宅介護料収益

その他のサービス利用料収益 （介護報酬収益）

介護報酬収益

介護予防報酬収益

（利用者負担金収益）

介護負担金収益（公費）

介護負担金収益（一般）

介護予防負担金収益（公費）

介護予防負担金収益（一般）

地域密着型介護料収益

（介護報酬収益）

介護報酬収益

介護予防報酬収益

（利用者負担金収益）

介護負担金収益（公費）

介護負担金収益（一般）

介護予防負担金収益（公費）

介護予防負担金収益（一般）

居宅介護支援介護料収益

居宅介護支援介護料収益

介護予防支援介護料収益

利用者等利用料収益

施設サービス利用料収益

居宅介護サービス利用料収益

地域密着型介護サービス利用料収益

食費収益（公費）

食費収益（一般）

居住費収益（公費）

居住費収益（一般）

その他の利用料収益

その他の事業収益

補助金事業収益

市町村特別事業収益

受託事業収益

その他の事業収益

（老人保健査定減） （保険等査定減）
老人訪問看護に係る査定減は「介護保険事業収
益」へ計上

医療事業収益

入院診療収益

室料差額収益

外来診療収益

保健予防活動収益

受託検査・施設利用収益

訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益

訪問看護利用料収益 訪問看護利用料収益

訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益

訪問看護その他の利用料収益 訪問看護その他の利用料収益

長時間利用料収益

休日、時間外利用料収益

交通費収益

その他のサービス利用料収益

その他の医療事業収益

補助金事業収益

受託事業収益

その他の医療事業収益

（健康保険等査定減） （保険等査定減）

その他事業収益 ○○事業収益

○○事業収益

その他の事業収益

補助金事業収益

受託事業収益

その他の事業収益

○○収益

○○収益

経常経費寄附金収益

その他の収益

人件費

役員報酬 役員報酬 役員報酬

給与費

常勤職員給与 職員給料

　看護師給

　理学療法士又は作業療法士給

　事務員給

職員賞与

賞与引当金繰入

非常勤職員給与 非常勤職員給与

　看護師給

　理学療法士又は作業療法士給

　事務員給

派遣職員費 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

退職給与引当金繰入 退職給付費用 退職給付会計の導入により変更

法定福利費 法定福利費

材料費

事業費

給食費

介護用品費

医薬品費 医薬品費

指定老人訪問看護・指定
訪問看護材料費

診療・療養等材料費

指定老人訪問看護・指定
訪問看護消耗器具備品費

保健衛生費

その他の材料費 医療費

被服費

教養娯楽費

日用品費

保育材料費

本人支給金費

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

【事業費用】 【費用】

【会計基準】

勘定科目【B】

【事業収益】

科目区分科目区分

【収益】

老人訪問看護に係る収益は「介護保険事業収益」へ計上

訪問看護収益に係る補助金等を計上。なお、○
○事業収益など他の大区分に係る補助金収入等
はそれぞれの区分ごとに計上。

事業活動計算書

サービス活動収益計(１)

勘定科目【A】

＜サービス活動増減の部＞

【訪看準則】

＜サービス活動増減の部＞

＜事業損益計算の部＞

＜事業損益計算の部＞
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訪看準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 小区分 大区分 中区分 小区分

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

【会計基準】

勘定科目【B】

科目区分科目区分

勘定科目【A】

【訪看準則】

水道光熱費

燃料費

消耗器具備品費

保険料

賃借料

教育指導費

就職支度費

葬祭費

車輌費

雑費

○○費

経費 事務費

福利厚生費 福利厚生費 福利厚生費

職員被服費 職員被服費

旅費交通費 旅費交通費

消耗品費 事務消耗品費

消耗器具備品費

印刷製本費

光熱水費 水道光熱費 会計基準では「水道光熱費」へ変更

燃料費

修繕費 修繕費

通信費 通信運搬費 会計基準では「通信運搬費」へ変更

会議費 会議費

広報費

手数料

保険料 保険料

賃借料 賃借料

土地建物賃借料

租税公課 租税公課

保守料

交際費 渉外費 会計基準では「渉外費」へ変更

諸会費 諸会費

車両費 ○○費

雑費 雑費

研修費 謝金 研修研究費

図書費

旅費交通費

研修雑費

委託費 委託費 業務委託費

○○費用

利用者負担軽減額

減価償却費 減価償却費

建物減価償却費

建物付属設備減価償却費

構築物設備減価償却費

医療用器械備品減価償却
費

車両船舶減価償却費

その他の器械備品減価償
却費

その他の有形固定資産減
価償却費

無形固定資産減価償却費

本部費

本部費

国庫補助金等特別積立金
取崩額

徴収不能額

徴収不能引当金繰入

その他の費用

借入金利息補助金収益 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

受取利息配当金 受取利息配当金収益

有価証券評価益
会計基準では有価証券の時価会計の導入に伴い
追加

有価証券売却益 有価証券売却益

投資有価証券評価益
会計基準では有価証券の時価会計の導入に伴い
追加

投資有価証券売却益 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

その他のサービス活動外
収益

受入研修費収益

職員給食収益 利用者等外給食収益
他の会計の基準の内容を踏まえて「利用者等外
給食収益」に変更

その他の事業外収益 雑収益
他の会計の基準の内容を踏まえて「雑収益」に
変更

為替差益

支払利息 支払利息

有価証券評価損
会計基準では有価証券の時価会計の導入に伴い
追加

有価証券売却損 有価証券売却損

投資有価証券評価損
会計基準では有価証券の時価会計の導入に伴い
追加

投資有価証券売却損 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

その他のサービス活動外
費用

職員給食用材料費 利用者等外給食費
他の会計の基準の内容を踏まえて「利用者等外
給食費用」に変更

雑損失

貸倒損失 会計基準では「雑損失」へ計上

雑損失

為替差損

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

消耗品費及び消耗器具備品費は「事務費」の
「事務消耗品費」及び「事業費」の「消耗器具
備品費」へ分けて計上

賃借料は、会計基準では「賃借料」と「土地建
物賃借料」に分けて計上

サービス活動外収益計(４)

＜経常損益計算の部＞ ＜サービス活動外増減の部＞

＜サービス活動外増減の部＞

サービス活動費用計（２）

サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)

＜経常損益計算の部＞

サービス事業活動外費用計（５）

【事業外費用】

経常増減額(７)=(３)＋(６)

【費用】

【収益】

　サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)

事業利益（又は事業損失）

経常利益（又は経常損失）

【事業外収益】
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訪看準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 小区分 大区分 中区分 小区分

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

【会計基準】

勘定科目【B】

科目区分科目区分

勘定科目【A】

【訪看準則】

施設整備等補助金収益

施設整備等補助金収益

設備資金借入金元金償還補助
金収益

施設整備等寄附金収益

施設整備等寄附金収益

設備資金借入金元金償還寄附
金収益

長期運営資金借入金元金
償還寄附金収益

固定資産受贈額

○○受贈額

固定資産売却益 固定資産売却益

車輌運搬具売却益

器具及び備品売却益

○○売却益

事業区分間繰入金収益

拠点区分間繰入金収益

事業区分間固定資産移管
収益

拠点区分間固定資産移管
収益

その他特別利益 その他の特別収益

徴収不能引当金戻入益

基本金組入額 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

資産評価損

固定資産売却損 固定資産売却損・処分損

建物売却損・処分損

車輛運搬具売却損・処分損

器具及び備品売却損・処分損

その他の固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金
取崩額（除却等）

国庫補助金等特別積立金
積立額

災害損失

事業区分間繰入金費用

拠点区分間繰入金費用

事業区分間固定資産移管
費用

拠点区分間固定資産移管
費用

その他の特別損失 その他の特別損失

基本金取崩額(17)

その他の積立金取崩額
(18)

◯◯積立金取崩額
その他の積立金積立額
(19)

◯◯積立金積立額

旧基準の「収支」を会計基準では「増減」に名
称変更

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

＜特別損益計算の部＞ ＜特別増減の部＞

前期繰越利益（又は当期繰越損失）

＜特別損益計算の部＞ ＜特別増減の部＞

【収益】

特別収益計(８)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

【特別損失】

当期未処分利益（又は当期未処理損失）

当期純利益（又は当期純損失）

法人税等

【特別利益】

法人税等調整額(13)

法人税、住民税及び事業税(12)

【費用】

特別費用計（９）

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

＜繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(15）

　特別増減差額（10）=(８)－(９)

税引前当期活動増減差額(11)=(７)+(10)
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訪看準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

流動資産 流動資産

現金・預金 現金預金

有価証券 有価証券

事業未収金 事業未収金

未収金 未収金

未収補助金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

未収収益 未収収益

受取手形 受取手形

貯蔵品 貯蔵品

医薬品 医薬品

診療・療養費等材料

給食用材料

商品・製品

仕掛品

原材料

立替金

前払金 前払金

前払費用 前払費用

１年以内回収予定長期貸付金

１年以内回収予定事業区分間
長期貸付金

１年以内回収予定拠点区分間
長期貸付金

短期貸付金 短期貸付金

事業区分間貸付金

拠点区分間貸付金

仮払金

その他の流動資産 その他の流動資産

貸倒引当金 会計基準では「徴収不能引当金」へ計上

徴収不能引当金 徴収不能引当金

固定資産 固定資産

（有形固定資産） （基本財産）

土地 土地

建物 建物

定期預金

投資有価証券

（その他の固定資産）

土地

建物

建物付属設備 会計基準では「建物」へ計上

構築物 構築物

医療用器械備品 機械及び装置

車両船舶 車輌運搬具

その他の器械備品 器具及び備品

その他の有形固定資産

建設仮勘定 建設仮勘定

有形リース資産 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

減価償却累計額
減価償却累計額は直接法又は間接法
で記載

（無形固定資産）

権利

借地権

電話加入権

その他の無形固定資産

ソフトウェア

無形リース資産

（その他の資産） 投資有価証券

長期貸付金 長期貸付金

事業区分間長期貸付金

拠点区分間長期貸付金

退職給付引当資産

長期預り金積立資産

○○積立資産

差入保証金

長期前払費用

その他の投資 その他の固定資産

繰延資産

創立費 社会福祉法人の場合は、発生しない

その他の繰延資産 「その他の固定資産」に計上

流動負債 流動負債

買掛金 会計基準の「事業未払金」へ計上

短期借入金 短期運営資金借入金
会計基準では「短期運営資金借入
金」に変更

未払金 事業未払金

その他未払金

支払手形 支払手形

役員等短期借入金
他の会計の基準の内容を踏まえて追
加

１年以内返済予定設備資金借
入金

１年以内返済予定長期運営資
金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期
借入金
１年以内返済予定事業区分間
長期借入金

１年以内返済予定拠点区分間
長期借入金

1年以内支払予定長期未払金

未払費用 未払費用

預り金 預り金

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

※基本財産に該当する固定資産は
「基本財産」へ、該当しないものは
「その他の固定資産」へ計上

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

会計基準では「権利」に計上

会計基準では１年基準の導入に伴い追加

他の会計の基準の内容を踏まえて追
加

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

他の会計の基準の内容を踏まえて変
更

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

会計基準では１年基準の導入に伴い
追加

＜資産の部合計＞

＜負　　債　　の　　部＞

資産の部合計

＜負　　債　　の　　部＞

勘定科目【B】

科目区分

＜資　　産　　の　　部＞

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

会計基準では「事業未払金」、「そ
の他の未払金」に分けて計上

他の会計の基準の内容を踏まえて追
加

貸借対照表

【訪看準則】

勘定科目【A】

＜資　　産　　の　　部＞

科目区分

【会計基準】
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訪看準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

勘定科目【B】

科目区分

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

【訪看準則】

勘定科目【A】

科目区分

【会計基準】

職員預り金 職員預り金

前受金
他の会計の基準の内容を踏まえて追
加

前受収益 前受収益

事業区分間借入金

拠点区分間借入金

仮受金

賞与引当金 賞与引当金

修繕引当金

その他の引当金

未払法人税等

その他の流動負債 その他の流動負債

固定負債 固定負債

長期借入金 設備資金借入金

長期運営資金借入金

リース債務
会計基準では、リース会計の導入に
伴い追加

役員等長期借入金

事業区分間長期借入金

拠点区分間長期借入金

退職給与引当金 退職給付引当金

長期未払金 長期未払金

長期預り金
他の会計の基準の内容を踏まえて追
加

その他の固定負債 その他の固定負債

基本金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

資本金

資本剰余金

国庫等補助金 国庫補助金等特別積立金 他の会計の基準の内容を踏まえて変更

指定寄付金

その他の資本剰余金 会計基準の「○○積立金」へ計上

利益剰余金

任意積立金 その他の積立金

○○積立金

次期繰越活動増減差額

当期未処分利益 （うち当期活動増減差額）

他の会計の基準の内容を踏まえて追
加

他の会計の基準の内容を踏まえて追
加

会計基準では廃止、取り崩す

他の会計の基準の内容を踏まえて追
加

負債の部合計

負債及び純資産の部合計負債・資本合計

資本の部合計

負債の部合計

＜純　　資　　産　　の　　部＞

純資産の部合計

＜資　　本　　の　　部＞

他の会計の基準の内容を踏まえて追加
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（単位：円）

借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方
01　流動資産

01　現金

02　預金

03　有価証券

04　立替金

05　仮払金

06　前渡金

07　前払費用

08　貸付金

09　本部会計貸付金

10　施設会計貸付金

11　特別会計貸付金

12　未収金

13　その他の流動資産

02　固定資産

01　建物

02　固定資産物品

03　土地

04　建設仮勘定

05　権利

06　投資有価証券

07　その他の固定資産

資 産 合 計

11　流動負債

01　経常資金借入金

02　未払金

03　未払費用

04　仮受金

05　預り金

06　前受収益

07　本部会計借入金

08　施設会計借入金

09　特別会計借入金

10　その他の流動負債

12　固定負債

01　設備資金借入金

02　退職給与引当金

負 債 合 計

21　基金

01　基本財産基金

02　運用財産基金

22　積立金
01　建設積立金
02　固定負債積立金

03　その他の積立金

　　　　人件費積立金

　　　　修繕積立金

　　　　備品等購入積立金

　　　　特定積立金

23　繰越金

01　前期繰越金

02　当期繰越金

純 財 産 合 計

負債・純財産合計

（記載上の留意事項）
本部会計残高；旧本部会計の貸借対照表残高を記入する。
本部関連残高；いずれの拠点区分にも個別的・直接的な関連を有しないため分割不能な残高を記入する。

Ａ園関連残高
②

本部関連残高
④＝①－（②＋

③）

本部会計残高区分表

Ｂ園関連残高
③

本部会計残高
①

別紙⑨



（拠点区分）Ａ園 （単位：円）

借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方
01　流動資産

01　現金
02　預金
03　有価証券
04　立替金
05　仮払金
06　前渡金
07　前払費用
08　貸付金
09　本部会計貸付金
10　施設会計貸付金
11　特別会計貸付金
12　未収金
13　その他の流動資産

02　固定資産
01　建物
02　固定資産物品
03　土地
04　建設仮勘定
05　権利
06　投資有価証券
07　その他の固定資産

資 産 合 計

11　流動負債
01　経常資金借入金
02　未払金
03　未払費用
04　仮受金
05　預り金
06　前受収益
07　本部会計借入金
08　施設会計借入金
09　特別会計借入金
10　その他の流動負債

12　固定負債
01　設備資金借入金
02　退職給与引当金

負 債 合 計

21　基金
01　基本財産基金
02　運用財産基金

22　積立金
01　建設積立金
02　固定負債積立金
03　その他の積立金
　　　　人件費積立金
　　　　修繕積立金
　　　　備品等購入積立金
　　　　特定積立金

23　繰越金
01　前期繰越金
02　当期繰越金

純 財 産 合 計

負債・純財産合計

（記載上の留意事項）
本部関連残高①；別紙⑨の「本部関連残高④」欄の金額を記入する。
Ａ園関連残高②；別紙⑨の「Ａ園関連残高②」欄の金額を記入する。
③、④、⑤は旧施設会計の貸借対照表残高を記入する。

別紙⑩

Ａ園拠点区分残
高

⑥＝①＋②＋③
＋④＋⑤

勘定残高集計表

Ａ園関連残高
②

Ａ園施設会計
③

○○事業
④

○○事業
⑤

本部関連残高
①



※　上表は、本部会計をＡ園拠点区分を構成するサービス区分として設定した場合を想定している。



１　　前期末支払資金残高
Ａ施設会計繰越金 ×××
Ａ○○事業会計繰越金 ×××

Ａ施設関連本部会計繰越金 ××× ×××

２　　繰越金戻入額
Ａ施設会計引当金合計額 ×××
Ａ○○事業会計引当金合計額 ×××

Ａ施設関連本部会計特定引当金 ××× ×××

３　　その他の調整額
有価証券調整額 ×××

　　　計；調整後前期末支払資金残高 ×××

前期末支払資金残高の調整表
《資金収支計算書上の取扱い》

別紙⑪



１　　繰越金

Ａ施設会計繰越金 ×××

Ａ○○事業会計繰越金 ×××

Ａ施設関連本部会計繰越金 ××× ×××

２　　引当金

Ａ施設会計引当金合計額 ×××

Ａ○○事業会計引当金合計額 ×××

Ａ施設関連本部会計特定引当金 ××× ×××

×××

新基準採用から生ずる繰越金差額（＋又は△） ×××

過年度減価償却累計額受入 △×××

過年度国庫補助金等特別積立金取崩額 ××× ×××

・・・・・・

差引；前期繰越活動増減差額設定額 ×××

前期繰越活動増減差額の設定表
《事業活動計算書上の取扱い》

計

別紙⑫



経理規程準則と会計基準の勘定科目比較表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙⑬

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

老人福祉事業収入

措置事業収入

事務費収入

事業費収入

その他の利用料収入

その他の事業収入

運営事業収入

管理費収入

その他の利用料収入

補助金事業収入

その他の事業収入

その他の事業収入

管理費収入

その他の利用料収入

その他の事業収入

児童福祉事業収入

措置費収入

事務費収入

事業費収入

私的契約利用料収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

保育事業収入

保育所運営費収入
運営費については、保育事業収入の中に保育
所運営費収入を設定

私的契約利用料収入

私立認定保育所利用料収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受取事業収入

その他の事業収入

生活保護事業収入

措置費収入

事務費収入

授産事業収入

○○事業収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

○○事業収入

○○事業収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

○○収入

○○収入

借入金利息補助金収入

経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入

その他の収入

受入研修費収入

利用者等外給食費収入

雑収入 雑収入

雑収入

引当金戻入

退職給与引当金戻入

特定引当金戻入

流動資産評価益等による
資金増加額

有価証券売却益

有価証券評価益

為替差益

事務費支出 人件費支出

役員報酬 役員報酬支出

職員俸給 職員給料支出

職員諸手当 職員賞与支出

賃金 非常勤職員給与支出

派遣職員費支出 派遣職員費支出を追加

退職給与及び引当金繰入 退職給付支出

法定福利費 法定福利費支出

事業費支出

給食費支出

介護用品費支出

医薬品費支出

診療・療養等材料費支出

保健衛生費支出

医療費支出

被服費支出

教養娯楽費支出

日用品費支出

保育材料費支出

本人支給金支出

水道光熱費支出

会計基準では「職員給料支出」と「職員賞与
支出」に分けて整理

【収入】

上記の大区分に含まれない事業の補助金事業
収入は○○事業収入に計上

本科目の他、児童福祉事業収入、生活保護事
業収入にも設定

【収入】

＜事業活動による収支＞

【支出】 【支出】

事業活動収入計(１)

資金収支計算書 （本部会計）

【経理規程準則（本部会計）】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

＜事業活動による収支＞
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経理規程準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【経理規程準則（本部会計）】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

燃料費支出

消耗器具備品費支出

保険料支出

賃借料支出

教育指導費支出

就職支度費支出

葬祭費支出

車輌費支出

管理費返還支出

○○費支出

雑支出

事務費支出 事務費支出

厚生経費 福利厚生費支出

職員被服費支出

旅費 旅費交通費支出

研修研究費支出

一般物品費 事務消耗品費支出

印刷製本費 印刷製本費支出

光熱水費 水道光熱費支出

燃料費 燃料費支出

修繕費 修繕費支出

通信運搬費支出

会議費 会議費支出

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

借料損料 賃借料支出

土地・建物賃借料支出

租税公課支出

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

○○費支出

雑費 雑費 雑支出

役務費

授産事業支出

○○支出

利用者負担軽減額

元利償還 設備資金借入金償還金利子 支払利息支出

雑支出 その他の支出

利用者等外給食費支出

雑支出 雑支出

特定引当金繰入

流動資産評価損等による
資金減少額

有価証券売却損

資産評価損

有価証券評価損

○○評価損

為替差損

徴収不能額

補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入設備資金借入金元金償還補助
金収入 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

地方公共団体補助金収入

公益事業補助金収入

寄付金収入 寄付金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入

設備資金借入金元金償還寄附
金収入

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入

固定資産売却収入

車輌運搬具売却収入

器具及び備品売却収入

○○売却収入

その他の施設整備等によ
る収入

○○収入

設備資金借入金元金償還
支出

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

固定資産取得費 固定資産取得費 固定資産取得支出

土地取得支出

建物取得支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

車輌運搬具取得支出

器具及び備品取得支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

○○取得支出

固定資産物品費

固定資産除却・廃棄支出

ファイナンス・リース債
務の返済支出

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

その他の施設整備等によ
る支出

○○支出

長期運営資金借入金元金
償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入

長期貸付金回収収入

施設整備当資金収支差額(６)=(４)－(５）

＜その他の活動による収支＞

【収入】 【収入】

施設整備等支出計(５)

【収入】

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

施設整備等収入計(４)

＜施設整備等による収支＞

【支出】 【支出】

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

＜施設整備等による収支＞

事業活動支出計(２)

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

【収入】
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経理規程準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【経理規程準則（本部会計）】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

投資有価証券売却収入

積立資産取崩収入

積立金戻入 建設積立金戻入

退職給付引当資産取崩収入

長期預り金積立資産取崩収入

その他の積立金戻入 ○○積立資産取崩収入

事業区分間長期借入金収
入
拠点区分間長期借入金収
入

事業区分間長期貸付金回
収収入

拠点区分間長期貸付金回
収収入

繰入金収入 特別会計繰入金収入 事業区分間繰入金収入

施設会計繰入金収入 拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収
入

その他の活動による収入

○○収入

長期運営資金借入金元金
償還支出
長期貸付金支出

投資有価証券取得支出

積立金繰入 建設積立金繰入 積立資産支出

退職給付引当資産支出

長期預り金積立資産支出

その他の積立金繰入 ○○積立資産支出

事業区分間長期貸付金支
出

拠点区分間長期貸付金支
出

事業区分間長期借入金返
済支出

拠点区分間長期借入金返
済支出

会計基準の区分方法に沿って変更

繰入金支出 特別会計繰入金支出 事業区分間繰入金支出

施設会計繰入金支出 拠点区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支
出

その他の活動による支出

○○支出

当期繰越金

当期繰越金
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)＋(12)

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)

【支出】 【支出】

その他の活動支出計(８)

その他の活動収入計(７)

会計基準の区分方法に沿って変更

＜その他の活動による収支＞
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経理規程準則と新会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分

流動資産 流動資産

現金 現金預金 会計基準では「現金預金」へ変更

預金

有価証券 有価証券

事業未収金

未収金 未収金

未収補助金

未収収益

受取手形

貯蔵品

医薬品

診療・療養費等材料

給食用材料

商品・製品

仕掛品

原材料

立替金 立替金

前渡金 前払金 会計基準では「前払金」へ変更

前払費用 前払費用

１年以内回収予定長期貸付金

１年以内回収予定事業区分間長
期貸付金

１年以内回収予定拠点区分間長
期貸付金

貸付金 短期貸付金

施設会計貸付金 事業区分間貸付金

特別会計貸付金 拠点区分間貸付金

仮払金 仮払金

その他の流動資産 その他の流動資産

徴収不能引当金

固定資産 固定資産

（基本財産）

土地 土地

建物 建物

定期預金

投資有価証券

（その他の固定資産）

土地

建物

固定資産物品 構築物

機械及び装置

車両運搬具

器具及び備品

建設仮勘定 建設仮勘定

有形リース資産 会計基準ではリース会計の導入により追加
権利 権利

ソフトウェア 他の会計の基準の内容を踏まえて追加
無形リース資産 会計基準ではリース会計の導入により追加

投資有価証券 投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金

拠点区分間長期貸付金

退職給付引当資産

長期預り金積立資産

○○積立預金

差入保証金

長期前払費用

その他の固定資産 その他の固定資産

流動負債 流動負債

経常資金借入金 短期運営資金借入金 会計基準では「短期運営資金借入金」へ変更

未払金 事業未払金

その他の未払金

支払手形

役員等短期借入金

１年以内返済予定設備資金借入
金

１年以内返済予定長期運営資金
借入金

１年以内返済予定リース債務

１年以内返済予定役員等長期借
入金

１年以内返済予定事業区分間長
期借入金

１年以内返済予定拠点区分間長
期借入金

1年以内支払予定長期未払金

未払費用 未払費用

預り金 預り金

職員預り金

前受金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

＜負　　債　　の　　部＞ ＜負　　債　　の　　部＞

会計基準では、「事業未払金」、「その他の未
払金」に分けて整理

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

会計基準では１年基準の導入により
科目を新設

会計基準では、「預り金」、「職員預り金」に
分けて整理

※基本財産に該当する固定資産は基本財産へ、
該当しないものはその他の固定資産へ計上

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

資産の部合計 資産の部合計

＜資　　産　　の　　部＞ ＜資　　産　　の　　部＞

会計基準では１年基準の導入により
科目を新設

会計基準の区分方法に沿って変更

貸借対照表（本部会計）

【経理規程準則（本部会計）】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分
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経理規程準則と新会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分

【経理規程準則（本部会計）】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

前受収益 前受収益

施設会計借入金 事業区分間借入金

特別会計借入金 拠点区分間借入金

仮受金 仮受金

賞与引当金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

その他の流動負債 その他の流動負債

固定負債 固定負債

設備資金借入金 設備資金借入金

長期運営資金借入金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

リース債務 会計基準ではリース会計の導入により追加

役員等長期借入金

事業区分間長期借入金

拠点区分間長期借入金

引当金

退職給与引当金 退職給付引当金

特定引当金

長期未払金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

長期預り金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

その他の固定負債

基本金

基金

基本財産基金

国庫補助金等特別積立金

運用財産基金

積立金 その他の積立金

建設積立金 ○○積立金

固定負債積立金

その他の積立金

繰越金

前期繰越金

当期繰越金

次期繰越活動増減差額

（うち当期活動増減差額）

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

純資産の部合計 純資産の部合計

負債及び純資産の部合計 負債及び純資産の部合計

会計基準の区分方法に沿って変更

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

負債の部合計 負債の部合計

＜純　　資　　産　　の　　部＞ ＜純　　資　　産　　の　　部＞
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経理規程準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

措置費収入 老人福祉事業収入

措置費収入

事務費収入 事務費収入

事業費収入 事業費収入

その他の利用料収入

その他の事業収入

利用者負担金収入 運営事業収入

利用者負担金収入 管理費収入

その他の利用料収入

補助金収入 補助金事業収入

都道府県補助金収入 その他の事業収入

市町村補助金収入

その他の事業収入

管理費収入

その他の利用料収入

その他の事業収入

児童福祉事業収入

措置費収入

事務費収入

事業費収入

私的契約利用料収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

保育事業収入

保育所運営費収入

私的契約利用料収入

私立認定保育所利用料収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受取事業収入

その他の事業収入

生活保護事業収入

措置費収入

事務費収入

授産事業収入

○○事業収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

○○事業収入

○○事業収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

○○収入

○○収入

借入金利息補助金収入

寄付金収入 寄付金収入 経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入

その他の収入

受入研修費収入

雑収入 利用者等外給食費収入

雑収入 雑収入

引当金戻入

人件費引当金戻入

修繕引当金戻入

備品等購入引当金戻入

流動資産評価益等による
資金増加額

有価証券売却益

有価証券評価益

為替差益

事務費支出 人件費支出

役員報酬 役員報酬支出

職員俸給 職員給料支出

職員諸手当 職員賞与支出

賃金 非常勤職員給与支出

派遣職員費支出 派遣職員費支出を追加

退職給与及び引当金繰入 退職給付支出

法定福利費 法定福利費支出

事業費支出 事業費支出

給食費 給食費支出

介護用品費支出

保健衛生費 医薬品費支出

診療・療養等材料費支出

保健衛生費支出

医療費 医療費支出

被服費 被服費支出

教養娯楽費 教養娯楽費支出

日用品費 日用品費支出

保育材料費支出

本人支給金 本人支給金支出

光熱水費 水道光熱費支出

燃料費 燃料費支出

器具什器費 消耗器具備品費支出

保険料支出

賃借料支出

会計基準では「職員給料支出」と「職員賞与
支出」に分けて整理

【収入】

＊経理規程準則では勘定科目の順は事務費支
出、事業費支出の順番だが、ここでは比較し
やすいように会計基準の事業費支出、事務費
支出の順番に合わせている

運営費については、保育事業収入の中に保育
所運営費収入を設定

上記の大区分に含まれない事業の補助金事業
収入は○○事業収入に計上

本科目の他、児童福祉事業収入、生活保護事
業収入にも設定

【収入】

＜事業活動による収支＞

【支出】 【支出】

事業活動収入計(１)

資金収支計算書（施設会計）

【経理規程準則（施設会計）】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

＜事業活動による収支＞
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経理規程準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【経理規程準則（施設会計）】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

教育費 教育指導費支出

就職支度費 就職支度費支出

葬祭費 葬祭費支出

車輌費支出

管理費返還支出

○○費支出

雑費 雑支出

修繕費

訓練指導費

職業補導費

事務費支出 事務費支出

厚生経費 福利厚生費支出

職員被服費支出

旅費 旅費交通費支出

研修研究費支出

一般物品費 事務消耗品費支出

印刷製本費 印刷製本費支出

光熱水費 水道光熱費支出

燃料費 燃料費支出

修繕費 修繕費支出

通信運搬費支出

会議費 会議費支出

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

借料損料 賃借料支出

土地・建物賃借料支出

租税公課支出

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

○○費支出

雑費 雑支出

役務費

授産事業支出

○○支出

利用者負担軽減額

支払利息支出

その他の支出

利用者等外給食費支出

雑支出

流動資産評価損等による
資金減少額

有価証券売却損

資産評価損

有価証券評価損

○○評価損

為替差損

徴収不能額

引当金繰入 人件費引当金繰入

修繕引当金繰入

備品等購入引当金繰入

施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入

設備資金借入金元金償還補助
金収入

施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入

設備資金借入金元金償還寄附
金収入

設備資金借入金収入

固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入

器具及び備品売却収入

○○売却収入

その他の施設整備等によ
る収入

○○収入

設備資金借入金元金償還
支出

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

固定資産物品費 固定資産物品費 固定資産取得支出

土地取得支出

建物取得支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

車輌運搬具取得支出

器具及び備品取得支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

○○取得支出

固定資産除却・廃棄支出

ファイナンス・リース債
務の返済支出

その他の施設整備等によ
る支出

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

○○支出

施設整備当資金収支差額(６)=(４)－(５）

施設整備等支出計(５)

【収入】 【収入】

施設整備等収入計(４)

＜施設整備等による収支＞

【支出】 【支出】

会計基準ではその他の活動による収支の部の
支出に移動し、「事業・拠点区分間繰入金支
出」として計上

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

＜施設整備等による収支＞

事業活動支出計(２)

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

＊経理規程準則では勘定科目の順は事務費支
出、事業費支出の順番だが、ここでは比較し
やすいように会計基準の事業費支出、事務費
支出の順番に合わせている
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経理規程準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【経理規程準則（施設会計）】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

長期運営資金借入金元金
償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入

長期貸付金回収収入

投資有価証券売却収入

積立資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入

長期預り金積立資産取崩収入

○○積立資産取崩収入

事業区分間長期借入金収
入

拠点区分間長期借入金収
入

事業区分間長期貸付金回
収収入

拠点区分間長期貸付金回
収収入

繰入金収入 特別会計繰入金収入 事業区分間繰入金収入

本部会計繰入金収入 拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収
入

その他の活動による収入

○○収入

長期運営資金借入金元金
償還支出

長期貸付金支出

投資有価証券取得支出

積立資産支出

退職給付引当資産支出

長期預り金積立資産支出

○○積立資産支出

事業区分間長期貸付金支
出

拠点区分間長期貸付金支
出
事業区分間長期借入金返
済支出
拠点区分間長期借入金返
済支出

会計基準の区分方法に沿って変更

繰入金支出 事業区分間繰入金支出

本部会計繰入金支出 拠点区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支
出

その他の活動による支出

○○支出

当期繰越金

当期繰越金
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)＋(12)

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)

【支出】 【支出】

その他の活動支出計(８)

会計基準の区分方法に沿って変更

＜その他の活動による収支＞

＜その他の活動による収支＞

【収入】 【収入】
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経理規程準則と新会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分

流動資産 流動資産

現金 現金預金 会計基準では「現金預金」へ変更

預金

有価証券 有価証券

事業未収金

未収金 未収金

未収補助金

未収収益

受取手形

貯蔵品

医薬品

診療・療養費等材料

給食用材料

商品・製品

仕掛品

原材料

立替金 立替金

前渡金 前払金 会計基準では「前払金」へ変更

前払費用 前払費用

１年以内回収予定長期貸付金

１年以内回収予定事業区分間長
期貸付金

１年以内回収予定拠点区分間長
期貸付金

貸付金 短期貸付金

事業区分間貸付金

本部会計貸付金 拠点区分間貸付金

仮払金 仮払金

その他の流動資産

その他の流動資産 徴収不能引当金

固定資産

固定資産 （基本財産）

土地

建物

定期預金

投資有価証券

（その他の固定資産）

土地

建物

固定資産物品 構築物

機械及び装置

車両運搬具

器具及び備品

建設仮勘定

有形リース資産 会計基準ではリース会計の導入により追加
権利
ソフトウェア 他の会計の基準の内容を踏まえて追加
無形リース資産 会計基準ではリース会計の導入により追加

投資有価証券 投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金

拠点区分間長期貸付金

退職給付引当資産

長期預り金積立資産

○○積立預金

差入保証金

長期前払費用

その他の固定資産 その他の固定資産

流動負債 流動負債

短期運営資金借入金

未払金 事業未払金

その他の未払金

支払手形

役員等短期借入金

１年以内返済予定設備資金借入
金

１年以内返済予定長期運営資金
借入金

１年以内返済予定リース債務

１年以内返済予定役員等長期借
入金

１年以内返済予定事業区分間長
期借入金

１年以内返済予定拠点区分間長
期借入金

1年以内支払予定長期未払金

未払費用 未払費用

預り金 預り金

職員預り金

前受金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

＜負　　債　　の　　部＞ ＜負　　債　　の　　部＞

会計基準では、「事業未払金」、「その他の未
払金」に分けて整理

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

会計基準では１年基準の導入により
科目を新設

会計基準では、「預り金」、「職員預り金」に
分けて整理

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

資産の部合計 資産の部合計

＜資　　産　　の　　部＞ ＜資　　産　　の　　部＞

会計基準では１年基準の導入により科目を新設

会計基準の区分方法に沿って変更

貸借対照表（施設会計）

【経理規程準則（施設会計）】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分
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経理規程準則と新会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分

【経理規程準則（施設会計）】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

前受収益 前受収益

本部会計借入金 事業区分間借入金

拠点区分間借入金

仮受金 仮受金

賞与引当金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

その他の流動負債 その他の流動負債

固定負債

設備資金借入金

長期運営資金借入金

リース債務 会計基準ではリース会計の導入により追加

役員等長期借入金

事業区分間長期借入金

拠点区分間長期借入金

引当金 退職給付引当金

人件費引当金

修繕引当金

備品等購入引当金

長期未払金

長期預り金

その他の固定負債 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

基本金

国庫補助金等特別積立金

運用財産基金

運用財産基金

積立金 その他の積立金

建設積立金 ○○積立金

固定負債積立金

その他の積立金

繰越金

前期繰越金

当期繰越金

次期繰越活動増減差額

（うち当期活動増減差額）

＜純　　資　　産　　の　　部＞ ＜純　　資　　産　　の　　部＞

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

純資産の部合計 純資産の部合計

負債及び純資産の部合計 負債及び純資産の部合計

会計基準の区分方法に沿って変更

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

負債の部合計 負債の部合計

他の会計の基準の内容を踏まえて追加
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経理規程準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

措置費収入 児童福祉事業収入

措置費収入 措置費収入

利用料収入 事務費収入

利用料収入 事業費収入

私的契約利用料収入

補助金収入 その他の事業収入

都道府県補助金収入 補助金事業収入

市町村補助金収入 受託事業収入

その他の事業収入

保育事業収入

保育所運営費収入

私的契約利用料収入

私立認定保育所利用料収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受取事業収入

その他の事業収入

○○事業収入

○○事業収入

その他の事業収入

補助金事業収入

受託事業収入

その他の事業収入

○○収入

○○収入

借入金利息補助金収入

寄付金収入 寄付金収入 経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入

その他の収入

受入研修費収入

利用者等外給食費収入

雑収入 雑収入

雑収入

引当金戻入

人件費引当金戻入

修繕引当金戻入

備品等購入引当金戻入

流動資産評価益等による
資金増加額

有価証券売却益

有価証券評価益

為替差益

事務費支出 人件費支出

役員報酬支出

職員俸給 職員給料支出

職員諸手当 職員賞与支出

賃金 非常勤職員給与支出

派遣職員費支出 派遣職員費支出を追加

退職給付支出

法定福利費 法定福利費支出

事業費支出 事業費支出

給食費 給食費支出

介護用品費支出

保健衛生費 医薬品費支出

診療・療養等材料費支出

保健衛生費支出

医療費支出

被服費支出

教養娯楽費支出

日用品費支出

保育材料費 保育材料費支出

本人支給金 本人支給金支出

光熱水費 水道光熱費支出

燃料費支出

消耗器具備品費支出

保険料支出

賃借料支出

教育指導費支出

就職支度費支出

葬祭費支出

車輌費支出

管理費返還支出

○○費支出

雑費 雑支出

児童用採暖費

炊具食器費

事務費支出 事務費支出

厚生経費 福利厚生費支出

職員被服費支出

旅費 旅費交通費支出

研修研究費支出

一般物品費 事務消耗品費支出

印刷製本費 印刷製本費支出

光熱水費 水道光熱費支出

燃料費支出

修繕費 修繕費支出

通信運搬費支出

会議費 会議費支出

広報費支出

業務委託費 業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

借料損料 賃借料支出

土地・建物賃借料支出

租税公課支出

＊経理規程準則では勘定科目の順は事務費支
出、事業費支出の順番だが、ここでは比較し
やすいように会計基準の事業費支出、事務費
支出の順番に合わせている

会計基準では「職員給料支出」と「職員賞与
支出」に分けて整理

【収入】

＊経理規程準則では勘定科目の順は事務費支
出、事業費支出の順番だが、ここでは比較し
やすいように会計基準の事業費支出、事務費
支出の順番に合わせている

上記の大区分に含まれない事業の補助金事業
収入は○○事業収入に計上

【収入】

＜事業活動による収支＞

【支出】 【支出】

事業活動収入計(１)

＜事業活動による収支＞

資金収支計算書（施設会計（保育所））

【経理規程準則（施設会計（保育所））】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分
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経理規程準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【経理規程準則（施設会計（保育所））】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

○○費支出

雑費 雑支出

役務費

○○支出

利用者負担軽減額

支払利息支出

その他の支出

利用者等外給食費

雑支出

流動資産評価損等による
資金減少額

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

有価証券売却損

資産評価損

有価証券評価損

○○評価損

為替差損

徴収不能額

引当金繰入

人件費引当金繰入

修繕引当金繰入

備品等購入引当金繰入

施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入

設備資金借入金元金償還補助
金収入

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入

設備資金借入金元金償還寄附
金収入

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

設備資金借入金収入

固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入

器具及び備品売却収入

○○売却収入

その他の施設整備等によ
る収入

○○収入

設備資金借入金元金償還
支出

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

固定資産物品費 固定資産取得支出

固定資産物品費 土地取得支出

建物取得支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

車輌運搬具取得支出

器具及び備品取得支出 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

○○取得支出

固定資産除却・廃棄支出

ファイナンス・リース債
務の返済支出

その他の施設整備等によ
る支出

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

○○支出

長期運営資金借入金元金
償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入

長期貸付金回収収入

投資有価証券売却収入

積立資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入

長期預り金積立資産取崩収入

○○積立資産取崩収入

事業区分間長期借入金収
入

拠点区分間長期借入金収
入

事業区分間長期貸付金回
収収入

拠点区分間長期貸付金回
収収入

繰入金収入 特別会計繰入金収入 事業区分間繰入金収入

本部会計繰入金収入 拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収
入

その他の活動による収入

○○収入

その他の活動収入計(７)

会計基準の区分方法に沿って変更

＜その他の活動による収支＞

【収入】 【収入】

施設整備等支出計(５)

【収入】

施設整備等収入計(４)

＜施設整備等による収支＞

施設整備当資金収支差額(６)=(４)－(５）

【支出】 【支出】

＜施設整備等による収支＞

事業活動支出計(２)

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

【収入】
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経理規程準則と会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分 小区分

【経理規程準則（施設会計（保育所））】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

長期運営資金借入金元金
償還支出

長期貸付金支出

投資有価証券取得支出

積立資産支出

退職給付引当資産支出

長期預り金積立資産支出

○○積立資産支出

事業区分間長期貸付金支
出

拠点区分間長期貸付金支
出

事業区分間長期借入金返
済支出

拠点区分間長期借入金返
済支出

会計基準の区分方法に沿って変更

繰入金支出 事業区分間繰入金支出

本部会計繰入金支出 拠点区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支
出

その他の活動による支出

○○支出

当期繰越金

当期繰越金
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)＋(12)

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)

【支出】 【支出】

その他の活動支出計(８)

＜その他の活動による収支＞
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経理規程準則と新会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分

流動資産 流動資産

現金 現金預金 会計基準では「現金預金」へ変更

預金

有価証券 有価証券

事業未収金

未収金 未収金

未収補助金

未収収益

受取手形

貯蔵品

医薬品

診療・療養費等材料

給食用材料

商品・製品

仕掛品

原材料

立替金

前払金

前払費用 前払費用

１年以内回収予定長期貸付金

１年以内回収予定事業区分間長
期貸付金

１年以内回収予定拠点区分間長
期貸付金

短期貸付金

事業区分間貸付金

本部会計貸付金 拠点区分間貸付金

仮払金

その他の流動資産

その他の流動資産 徴収不能引当金

固定資産

固定資産 （基本財産）

土地

建物

定期預金

投資有価証券

（その他の固定資産）

土地

建物

固定資産物品 構築物

機械及び装置

車両運搬具

器具及び備品

建設仮勘定

有形リース資産 会計基準ではリース会計の導入により追加
権利
ソフトウェア 他の会計の基準の内容を踏まえて追加
無形リース資産 会計基準ではリース会計の導入により追加
投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金

拠点区分間長期貸付金

退職給付引当資産

長期預り金積立資産

○○積立預金

差入保証金

長期前払費用

その他の固定資産 その他の固定資産

流動負債 流動負債

短期運営資金借入金

未払金 事業未払金

その他の未払金

支払手形

役員等短期借入金

１年以内返済予定設備資金借入
金

１年以内返済予定長期運営資金
借入金

１年以内返済予定リース債務

１年以内返済予定役員等長期借
入金

１年以内返済予定事業区分間長
期借入金

１年以内返済予定拠点区分間長
期借入金

1年以内支払予定長期未払金

未払費用

預り金 預り金

職員預り金

前受金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

会計基準の区分方法に沿って変更

＜負　　債　　の　　部＞ ＜負　　債　　の　　部＞

会計基準では、「事業未払金」、「その他の未
払金」に分けて整理

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

会計基準では１年基準の導入により科目を新設

会計基準では、「預り金」、「職員預り金」に
分けて整理

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

資産の部合計 資産の部合計

＜資　　産　　の　　部＞ ＜資　　産　　の　　部＞

会計基準では１年基準の導入により科目を新設

貸借対照表（施設会計（保育所））

【経理規程準則（施設会計（保育所））】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分
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経理規程準則と新会計基準の勘定科目比較表

大区分 中区分 大区分 中区分

【経理規程準則（施設会計（保育所））】 【会計基準】

備考
（A欄の科目に対するB欄の科目等）

勘定科目【A】 勘定科目【B】

科目区分 科目区分

前受収益 前受収益

本部会計借入金 事業区分間借入金

拠点区分間借入金

仮受金

賞与引当金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

その他の流動負債 その他の流動負債

固定負債

設備資金借入金

長期運営資金借入金 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

リース債務 会計基準ではリース会計の導入により追加

役員等長期借入金

事業区分間長期借入金

拠点区分間長期借入金

引当金 退職給付引当金

人件費引当金

修繕引当金

備品等購入引当金

長期未払金

長期預り金

その他の固定負債 他の会計の基準の内容を踏まえて追加

基本金

国庫補助金等特別積立金

運用財産基金

運用財産基金

その他の積立金

○○積立金

繰越金

前期繰越金

当期繰越金

次期繰越活動増減差額

（うち当期活動増減差額）

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

純資産の部合計 純資産の部合計

負債及び純資産の部合計 負債及び純資産の部合計

会計基準の区分方法に沿って変更

他の会計の基準の内容を踏まえて追加

負債の部合計 負債の部合計

＜純　　資　　産　　の　　部＞ ＜純　　資　　産　　の　　部＞
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法　　　　人　　　　名 別紙⑭
拠　点 　区　 分　名 　

　　　　　　　　　　　　（平成　　年　　月　　日）
　　　　　　　（単位：円）

経理規程準則 新会計基準 経理規程準則 新会計基準
残　　　高 借　　方 貸　　方 残　　　高 残　　　高 借　　方 貸　　方 残　　　高

流　　動　　資　　産 流　　動　　負　　債
現 金 預 金 短 期 運 営 資 金 借 入 金
有 価 証 券 事 業 未 払 金
未 収 金 施 設 整 備 等 未 払 金
未 収 補 助 金 そ の 他 の 未 払 金
貯 蔵 品 １ 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金
立 替 金 １年以内返済予定長期運営資金借入金
前 払 金 １ 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務
１ 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金 １年以内返済予定事業区分間借入金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金 １年以内返済予定拠点区分間借入金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 １ 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金
短 期 貸 付 金 未 払 費 用
事 業 区 分 間 貸 付 金 預 り 金
拠 点 区 分 間 貸 付 金 職 員 預 り 金
仮 払 金 前 受 金
そ の 他 の 流 動 資 産 事 業 区 分 間 借 入 金

拠 点 区 分 間 借 入 金
仮 受 金

固定資産（基本財産） そ の 他 の 流 動 負 債
土 地
建 物 固　　定　　負　　債
基 本 財 産 特 定 預 金 設 備 資 金 借 入 金

長 期 運 営 資 金 借 入 金
リ ー ス 債 務

固定資産（その他の固定資産） 事 業 区 分 間 長 期 借 入 金
建 物 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金
構 築 物 退 職 給 付 引 当 金
機 械 及 び 装 置 長 期 未 払 金
車 輌 運 搬 具 長 期 預 り 金
器 具 及 び 備 品 そ の 他 の 固 定 資 産
建 設 仮 勘 定
権 利 基　　　　本　　　金
ソ フ ト ウ ェ ア 基 本 金
投 資 有 価 証 券 基 本 財 産 基 金
長 期 貸 付 金 運 用 財 産 基 金
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金 国庫補助金等特別積立金
積 立 預 金 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金

差 入 保 証 金
退 職 共 済 預 け 金 その他の積立金
そ の 他 の 固 定 資 産 固 定 負 債 積 立 金
固 定 資 産 物 品 そ の 他 の 積 立 金

次期繰越活動増減差額
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額

繰 越 金

合　　　　　　　　　　　　　　　計 合　　　　　　　　　　　　　　　計

 　会　計　基　準　移　行　時　精　算　表

借　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方

科　　　　　　　　目 移行仕訳 科　　　　　　　　目 移行仕訳



（単位：円）

借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方

純資産の部

基本金

　　１号～３号基本金 3,000 3,000

　　４号基本金 1,000 1,000 0

国庫補助金等特別積立金 2,000 2,000

その他積立金

　　○○積立金 1,000 1,000

　　△△積立金 300 300

次期繰越活動収支差額 10,000 700 10,700

純資産の部合計 17,000 17,000

資産の部

借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方

流動資産

固定資産

　基本財産

　　基本財産特定預金 1,000 300 700

　　基本財産△△積立資産 300 300

　その他固定資産

　　○○積立資産

資産の部合計

（上記の事例）
　　移行前：第４号基本金、基本財産特定預金に1,000円計上。
　　　　　　　　↓
　　移行時：第４号基本金を取崩し、次期繰越活動増減差額に700円、△△積立金に300円積立。

別紙⑮

４号基本金取崩調整表

調整調整前貸借対照表 調整後貸借対照表
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